
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽費老人ホーム・処遇編 

 

 



 

社会福祉法人等一般指導監査における指摘基準について 

「文書指摘事項」「口頭指導事項」が該当する事例につきましては、平成２１年度から「運営の手引き」の「評価事項」 

欄に明記することとしました。 

「文書指摘事項」「口頭指導事項」となる事例の基本的な考え方は次のとおりですので、ご承知おきください。 

○共通事項の監査基準 

法令等の適合区分 指摘区分 指 導 形 態 

福祉関係法令又は福祉関係通知に

抵触する場合 

 

文書 福祉関係法令又は福祉関係通知に抵触する場合について原則

として「文書指摘」とします。ただし、改善中の場合、特別な事

情により改善が遅延している場合、軽微な違反の場合等に限り、

口頭指導とすることがあります。 

福祉関係法令以外の関係法令又は

その他の通知等に抵触する場合  

口頭 福祉関係法令以外の関係法令又はその他の通知に抵触する場

合について原則として「口頭指導」とします。ただし、管理運営

上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠

っている場合は、文書指摘とします。 

 

○監査基準適用における留意事項 

前年度の指導監査において口頭指導とした事項について、翌年度も改善がなされていない場合は、文書指摘とすることがあります。 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

１ 入所申込者等に対する説明等 

◇施設の運営についての重要事項

に関する規程（運営規程等）を定

めていますか。 

 

◇軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程を定めなければなりません。 

 （運営規程内容） 

①施設の目的及び運営の方針 

②職員の職種、数及び職務の内容 

③入所定員 

④入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他

の費用の額 

⑤施設の利用に当たっての留意事項 

⑥非常災害対策 

⑦虐待の防止のための措置に関する事項 

⑧その他施設運営に関する重要事項 

 

◇「軽費老人ホームの設備及び運営に関する

基準」（以下「軽費老人ホーム運営基準」

という。） 

第７条、附則第１０条 

◇「軽費老人ホームの設備及び運営に関する

基準について (以下「軽費老人ホーム運営

基準について」という。）第１の６ 

◇「山梨県軽費老人ホームに関する基準を定

める条例」 (以下「軽費老人ホーム条例」

という。)第７条、附則第１０条 

 

  

※職員の「数」は日々変わ

りうるものであるため、

業務負担軽減等の観点か

ら、規程を定めるに当た

っては、軽費老人ホーム

運営基準第１１条におい

て置くべきとされている

数を満たす範囲におい

て、「○人以上」と記載す

ることも差し支えないと

されています。 

※入所者に提供するサー

ビスの内容については、

日課やレクリエーショ

ン及び年間行事等を含

めたものとされていま

す。 

※費用の額については、生

活費や居住に要する費

用のほか、日常生活を送

る上で、入所者から徴収

する費用の額を規定す

るものとされています。 

※その他施設運営に関す

る重要事項として、緊急

やむを得ない場合に身

体的拘束等を行う際の

手続きについて定めて

おくことが望ましいと

されています。 

※虐待防止のための措置に

関する事項については、

３年間の経過措置を設け

ており、令和６年３月３

１日までは努力義務とさ

れています。 

◇運営規程を定めていない。 

◇運営規程として定めなければ

ならない事項が定められてい

ない。 

◇運営規程の内容に一部不備が

ある。 

 

 

文書 

文書 

 

 

口頭 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

◇重要事項を記した文書を交付し

て説明を行っていますか。 

◇重要事項を記した文書の内容は

適切な内容になっていますか。 

◇懇切丁寧な説明を行い、同意を得

ていますか。 

 

◇軽費老人ホームは、サービスの提供の開始に際しては、あ

らかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概

要、職員の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項について、わかりやすい

説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説

明を行い、同意を得なければならないとされています。 

 （重要事項） 

  ①運営規程の概要 

②職員の勤務体制 

③事故発生時の対応 

④苦情処理の体制 

⑤提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有

無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、

評価結果の開示状況） 等 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１２条第１

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第４の１（１） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１２条第１項、

附則第１０条 

◇高齢者福祉サービス事業所等における第

三者評価の実施に係る留意事項について

（平成３０年３月２６日社援発０３２６

第 8 号、老発０３２６第８号）３－（１） 

※同意については、入所者

及び施設双方の保護の

立場から書面によって

確認することが望まし

いとされています。 

◇重要事項説明書を交付してい

ない。 

◇懇切丁寧に説明を行っていな

い。 

◇重要事項説明書の内容に運営

規程の内容と異なっている部

分がある。 

◇重要事項説明書の内容に不備

がある。 

◇サービスの提供開始について

同意を得ていない。 

 

文書 

 

文書 

 

口頭 

 

 

口頭 

 

文書 

 

◇施設内の見やすい場所に重要事 

項を掲示していますか。 

◇施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体

制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示してください。 

※上記に規定する事項を記載した書面を備え付け、これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることにより、掲示に代え

ることができます。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２８条、附

則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１４（１）、（２） 

◇「軽費老人ホーム条例」第２８条、附則第

１０条 

 

 ◇重要事項が掲示又は備え付け

られていない。 

◇施設内の見やすい場所に掲示

又は備え付けられていない。 

文書 

 

口頭 

◇契約書を取り交わしていますか。 ◇サービスの提供に関する契約を、文書により締結してくだ

さい。 

◇入所者、軽費老人ホーム設置者双方の契約解除条項を定め  

 てください。なお、契約書に定める軽費老人ホーム設置者  

 の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害する場合に限る   

 など入所者の権利を不当に狭めるような条件は定めない  

 でください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１２条第１

項・第２項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第４の１（２） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１２条第１項・

第２項、附則第１０条 

 

 ◇契約書を取り交わしていない。 

◇契約書の内容に不備がある。 

文書 

口頭 

◇その他、入所申込者等に対する説

明等について問題点はありませ

んか。 

 

 

 

 

  ◇重大な問題点がある。 

◇軽微な問題点がある。 

文書 

口頭 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

２ 入退所等 

◇入所に際しては、その者の心身の

状況、生活の状況、家庭の状況等

の把握に努めていますか。 

◇日常生活の自立を図るとともに安心して生き生きと明る

く生活を送るためにどのような支援が必要であるかにつ

いて判断するため、その者の心身の状況や家族等の状況、

生活歴等必要な事項について把握に努めてください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１４条第１

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１（１） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１４条第１項、

附則第１０条 

 

 ◇把握していない。 

◇把握が不十分である。 

口頭 

口頭 

◇サービスの提供は、適切に行われ

ていますか。 

◇安心して生き生きと明るく生活できるよう、入所者へのサ

ービスの提供は、入所者の心身の状況や希望に応じて行う

とともに、入所者が生きがいをもって生活できるようにす

るための機会を適切に提供してください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２条、第９

条第２項、第１７条第１項、附則第３条、

第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第１の８（２） 

◇「軽費老人ホーム条例」第２条、第９条第

２項、第１７条第１項、附則第３条、第１

０条 

 

 ◇入所者に提供するサービスが

適切に行われてない。 

 

文書 

 

 

◇サービスを提供する上で必要な

事項について理解しやすいよう

に説明を行っていますか。 

◇入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービス

を提供する上で必要な事項について、理解しやすいように

説明を行ってください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１７条第２

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム条例」第１７条第２項、

附則第１０条 

 

 ◇説明を行っていない。 

◇説明が不十分である。 

文書 

口頭 

◇提供した具体的なサービスの内

容等を記録していますか。 

◇サービスの提供日、提供した具体的なサービスの内容、入

所者の心身の状況、その他必要な事項を記録してくださ

い。 

◇当該記録は、その完結の日から２年間保存してください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第９条第２項、

第１５条、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の２ 

◇「軽費老人ホーム条例」第９条第２項、第

１５条、附則第１０条 

 

 ◇記録をしていない。 

◇記録が不十分である。 

文書 

口頭 

◇地域との連携を図っていますか。 ◇施設が地域に開かれたものとして運営されるよう、地域の

住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等、地

域との交流に努めてください。 

◇入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談

及び援助を行う事業その他市町村が実施する事業に協力

するよう努めてください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３２条第１

項・第２項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１７（１）、（２） 

◇「軽費老人ホーム条例」第３２条第１項・

第２項、附則第１０条 

※「市町村が実施する事

業」には介護サービス相

談員派遣事業のほか、広

く市町村が老人クラブ、

婦人会その他非営利団

体や住民の協力を得て

◇地域との連携を図っていない。 

◇市町村の実施する事業に協力

していない。 

文書 

口頭 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

 行う事業が含まれます。 

 

◇日常生活を営むことが困難とな

ったと認められる入所者に対し、

適切な他のサービスを受けるこ

とができるよう必要な援助を行

うよう努めていますか。 

◇入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサー

ビスの内容等を総合的に判断したうえで、日常生活を営む

ことが困難となったと認められる入所者に対し、本人又は

家族との話し合いの場を設けるなどして、施設において提

供できるサービスとその者の状態に関する説明を行い、そ

の者及びその家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に

適合するサービスにつなげるための情報の提供を行うと

ともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必

要な援助に努めてください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１４条第２

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１（２） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１４条第２項、

附則第１０条 

 

 

※話し合いにあたっては、

入所者及びその家族の

希望を十分に勘案しな

ければならず、安易に施

設側の理由により退所

を促すことがないよう

にしてください。 

◇必要な援助を行っていない。 

◇入所者及びその家族の希望を

十分に勘案していない。 

◇援助が不十分である。 

口頭 

口頭 

 

口頭 

◇入所者の退所に際し、関係機関と

の密接な連携に努めていますか。 

◇退所することとなった入所者の退所を円滑に行うととも

に、退所先においてその者の心身の状態等に応じた適切な

サービスを受けることができるよう、主として生活相談員

が中心となって、主治医をはじめとする保健医療サービス

や福祉サービスを提供する者等と十分に連携を図り、継続

的な支援を行う体制づくりを行うよう努めてください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１４条第３

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１（３） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１４条第３項、

附則第１０条 

 

 ◇連携していない。 

◇連携が不十分である。 

口頭 

口頭 

◇その他、入退所等について問題点

はありませんか。 

 

   ◇重大な問題点がある。 

◇軽微な問題点がある。 

文書 

口頭 

３ 処遇の状況 

◇入所者の意思及び人格を尊重し

た処遇に努めていますか。 

◇入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立っ

て処遇を行うように努めてください。 

◇処遇にあたっては、入所者のプライバシーの確保に配慮し

てください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２条第２項、

附則第３条 

◇「軽費老人ホーム条例」第２条第２項、附

則第３条 

 

 ◇入所者の意思及び人格を尊重

した処遇を行っていない。 

◇入所者のプライバシーが確保

されていない。 

 

文書 

 

文書 

◇居室にブザー又はこれに代わる

設備を設けていますか。 

 ◆ケアハウス 

◇居室には、ブザー又はこれに代わる設備を設けてくださ

い。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１０条第５

項 

◇「軽費老人ホーム条例」第１０条第４項 

 

 ◇居室にブザー又はこれに代わ

る設備が設けられていない。 

文書 

◇入所者が、安心して生き生きと明

るく、生きがいをもって生活でき

るよう、サービスや機会を適切に

◇軽費老人ホームは、入所者の自立した日常生活に資する支

援を行い、明るく生きがいのある生活を提供するための施

設であることを十分に踏まえ、心身の状況や希望に応じた

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１７条第１

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

 ◇適切なサービス提供を行って

いない。 

文書 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

提供していますか。 サービスや機会の適切な提供に当たってください。 

 

第５の４（１） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１７条第１項、

附則第１０条 

 

◇身体的拘束等の適正化のための

対策を検討する委員会（以下「身

体的拘束適正化検討委員会」とい

う。）を設置していますか。 

◇幅広い職種（例 施設長、事務長、介護職員、生活相談員）

により構成された身体的拘束適正化検討委員会を設置し

てください。また、第三者や専門家を委員として活用する

ことが望ましく、精神科専門医等の活用が考えられます。 

◇構成メンバーの責務及び役割分担を明確にし、専任の身体

的拘束等の適正化対応策の担当者を決めておいてくださ

い。また、身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全

般の責任者であることが望ましいとされています。 

◇身体的拘束適正化検討委員会は、おおむね３月に１回以

上、定期的に開催してください。なお、運営委員会など施

設内の他の委員会と独立して設置・運営することが必要で

す。 

◇具体的には、次のような対応を行ってください。 

 ①身体的拘束等について報告するための様式を整備して

ください。 

 ②介護職員その他の職員には、身体的拘束等の発生ごと、

その状況、背景等の記録とともに、①の様式に従い、身

体的拘束等についての報告を求めてください。 

③身体的拘束適正化検討委員会において、②により報告さ

れた事例を集計し、分析してください。 

④事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況

等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりま

とめ、当該事例の適正化策を検討してください。 

⑤報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底してく

ださい。 

⑥適正化策を講じた後に、その効果について評価してくだ

さい。 

※委員会は「テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を

介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同

じ。）」を活用して行うことができます。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１７条第５

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の４（３） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１７条第５項、

附則第１０条 

 

※「身体的拘束適正化検討

委員会」は、運営委員会

など他の委員会と独立

して設置・運営すること

が必要ですが、関係する

職種、取り扱う事項等が

相互に関係が深いと認

められる他の会議体を

設置している場合、一体

的に設置・運営すること

も差し支えないとされ

ています。 

 

◇「身体的拘束適正化検討委員

会」を設置していない。 

◇「身体的拘束適正化検討委員

会」を開催していない。 

◇「身体的拘束適正化検討委員

会」を定期的（３月に１回以上）

に開催していない。 

◇「身体的拘束適正化検討委員

会」の開催記録がない。 

◇身体的拘束等の内容を集計及

び分析していない。 

◇適正化策が検討されていない。 

◇事例及び分析結果を職員に周

知していない。 

◇適正化策を講じた後、その効果

を評価していない。 

 

文書 

 

文書 

 

口頭 

文書 

 

口頭 

 

文書 

 

文書 

文書 

 

文書 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守してください。 

 

◇身体的拘束等の適正化のための

指針を整備していますか。 

◇「身体的拘束等の適正化のための指針」（以下「指針」と

いう。）には、次のような項目を盛り込み、内容を職員に

周知してください。 

①施設における身体的拘束適正化に関する基本的考え方 

②身体的拘束適正化検討委員会その他の施設内の組織に

関する事項 

③身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本

方針 

④施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための

方策に関する基本方針 

⑤身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

⑥入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基

本方針 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１７条第５

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の４（４） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１７条第５項、

附則第１０条 

 ◇指針を整備していない。 

◇指針の内容に不備がある。 

◇指針が職員に周知されていな

い。 

文書 

口頭 

文書 

◇身体的拘束等を行ったことがあ

りますか。 

 

 

◇「当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合」を除き、身体的拘束その他入

所者の行動を制限する行為（身体的拘束等）を行ってはい

けません。 

◇身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の

入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録する必

要があります。（完結の日から２年間保存） 

◇「緊急やむを得ない場合」を判断する要件を定め、その判

断は施設長及び各職種の職員で構成する「身体的拘束適正

化検討委員会」等の組織で行ってください。 

◇身体的拘束等を行う場合は、入所者やその家族に詳細な説

明を行い、同意を得ることが必要です。 

◇「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、

再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除し

てください。 

◇経過観察、再検討の内容を記録してください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第９条第２項

第３号、第１７条第３項・第４項、附則第

１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の４（２） 

◇「軽費老人ホーム条例」第９条第２項第３

号、第１７条第３項・第４項、附則第１０

条 

◇「身体拘束ゼロへの手引き」参照 

※「緊急やむを得ない場

合」を判断する要件は、

『切迫性』、『非代替性』

及び『一時性』の要件を

すべて満たすことが必

要です。 

◇「緊急やむを得ない場合」では

ないにも関わらず、身体的拘束

等を行っている。 

◇「緊急やむを得ない場合」を判

断する要件を定めていない。 

◇「緊急やむを得ない場合」の判

断について、「身体的拘束適正

化検討委員会」等の組織で行っ

ていない。 

◇身体的拘束を行う場合、その様

態態様及び時間、入所者の心身

の状況、拘束の理由等を記録し

ていない。 

◇入所者本人及び家族に詳細な

説明を行なわず、同意を得るこ

となく身体拘束を行っている。 

◇「緊急やむを得ない場合」に該

文書 

 

 

文書 

 

文書 

 

 

 

文書 

 

 

 

文書 

 

 

文書 
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当するかどうかを常に観察、再

検討していない。 

◇「緊急やむを得ない場合」に該

当するかどうかを常に観察、再

検討していない。 

◇再アセスメントの状況を記録

していない。 

 

 

 

文書 

 

文書 

◇身体的拘束等の適正化のための

研修を行っていますか。 

◇支援員その他従業者に対する身体的拘束等の適正化のた

めの研修の内容として、身体的拘束等の適正化の基礎的内

容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設に

おける指針に基づいて適正化の徹底を図ってください。 

◇職員教育を組織的に徹底させていくために、指針に基づい

た研修プログラムを作成し、定期的に（年２回以上）研修

を行ってください。 

◇新規採用時には必ず研修を実施してください。 

◇研修の実施内容は記録してください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１７条第５

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の４（５） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１７条第５項、

附則第１０条 

 ◇職員に対し、身体的拘束等の適

正化のための研修を行ってい

ない。 

◇研修を定期的に（年２回以上）

行っていない。 

◇新規採用時に研修を行ってい

ない。 

◇研修の記録がない。 

文書 

 

 

口頭 

 

文書 

 

口頭 

◇虐待の防止のための対策を検討

する委員会（以下「虐待防止検討

委員会」という。）を設置してい

ますか。 

 

◇「虐待防止検討委員会」は、虐待等の発生の防止・早期発

見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止

するための対策を検討する委員会であり、施設長を含む幅

広い職種で構成してください。 

◇構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、

定期的に開催してください。なお、施設外の虐待防止の専

門家を委員として積極的に活用することが望ましいとさ

れています。 

◇虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項につ

いて検討してください。その際、そこで得た結果（施設に

おける虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、職

員に周知徹底を図ってください。 

①虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること 

②虐待の防止のための指針の整備に関すること 

③虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

④虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３３条の２、

附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１９ 

◇「軽費老人ホーム条例」第３３条の２、 

附則第１０条 

◇「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律」（以下、「高齢

者虐待防止法」という。）（平成１７年１

１月９日 法律第 124号）第２０条 

◇「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対

する支援等に関する法律に基づく対応

の強化について」（平成２７年２月６日 

老発０２０６第２号） 

◇「養介護施設従業者等による高齢者虐待の

再発防止及び有料老人ホームに対する

指導の徹底について」（平成２７年１１

※「虐待の防止のための対

策を検討する委員会」

は、運営委員会など他の

委員会と独立して設

置・運営することが必要

ですが、関係する職種、

取り扱う事項等が相互

に関係が深いと認めら

れる他の会議体を設置

している場合、これらと

一体的に設置・運営する

ことも差し支えないと

されています。 

 

※当該義務付けの適用に

当たっては、３年間の経

過措置を設けており、令

◇「虐待防止検討委員会」を設置

していない。 

◇「虐待防止検討委員会」を定期

的に開催していない。 

◇「虐待防止検討委員会」の内容

を職員に周知していない。 

◇「虐待防止検討委員会」の開催

記録がない。 

◇運営委員会など他の委員会と

独立して設置・運営されていな

い。 

 

 

文書 

 

文書 

 

文書 

 

口頭 

 

口頭 
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すること 

⑤職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速

かつ適切に行われるための方法に関すること 

⑥虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得ら

れる再発の確実な防止策に関すること 

⑦前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての

評価に関すること 

※委員会は「テレビ電話装置等」を活用して行うことができ

ます。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

 

月１３日老発１１１３第１号） 

◇「令和元年度『高齢者虐待の防止、高齢者

の養護者に対する支援等に関する法律に

基づく対応状況に関する調査』の結果及び

高齢者虐待の状況等を踏まえた対応の強

化について」（令和３年３月１１日 老発

０３１１第２号） 

 

和６年３月３１日まで

の間は、努力義務とされ

ています。 

 

 

◇虐待の防止のための指針を整備

していますか。 

 

◇「虐待の防止のための指針」を整備し、指針には次のよう

な項目を盛り込んでください。 

①施設における虐待の防止に関する基本的考え方 

②虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

③虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

④虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

⑤虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

⑥成年後見制度の利用支援に関する事項 

⑦虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

⑧入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

⑨その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 

同上 

 

※当該義務付けの適用に

当たっては、３年間の経

過措置を設けており、令

和６年３月３１日まで

の間は、努力義務とされ

ています。 

 

 

◇「虐待の防止のための指針」を

整備していない。 

◇「虐待の防止のための指針」の

内容に不備がある。 

◇「虐待の防止のための指針」が

職員に周知されていない。 

 

文書 

 

口頭 

 

文書 

 

◇虐待の防止のための研修を行っ

ていますか。 

◇職員に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐

待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓

発するものとしてください。また、当該軽費養護老人ホー

ムにおける指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものと

してください。 

◇職員教育を組織的に徹底させていくために、当該軽費養護

老人ホームが指針に基づいた研修プログラムを作成し、定

期的に研修（年２回以上）を実施してください。 

同上 同上 ◇「虐待防止研修」を行っていな

い。 

◇「虐待防止研修」を定期的（年

２回以上）に行っていない。 

◇新規採用時に研修を行ってい

ない。 

◇研修の記録がない。 

文書 

 

口頭 

 

文書 

 

口頭 
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◇新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施して

ください。 

◇研修の実施内容についても記録してください。 

 

◇虐待防止に関する措置を適切に

実施するための担当者を置いて

いますか。 

◇軽費養護老人ホームにおける虐待を防止するための体制

として、上記に掲げた措置を適切に実施するため、専任の

担当者を置いてください。当該担当者としては、虐待防止

検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ま

しいとされています。 

 

同上 同上 ◇専任の担当者を置いていない。 

◇担当者が不適切。 

文書 

口頭 

 

◇入所者又は、その家族に対し、相

談に応じ、助言等を行っています

か。 

◇常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適

切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行ってく

ださい。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１９条第１

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の６（１） 

◇「軽費老人ホーム条例第１９条第１項、附

則第１０条 

 

※相談に当たっては入所

者の年齢、性別、性格、

生活歴及び心身の状況

等を考慮して個別的な

サービスの提供に関す

る方針を定めることが

適当であるとされてい

ます。 

 

◇相談・助言を行っていない。 文書 

◇日常生活を営むのに必要な行政

機関等に対する手続きについて、

支援を行っていますか。 

◇要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な

行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が

行うことが困難である場合には、その者の意思を踏まえて

速やかに必要な支援を行ってください。 

◇特に金銭のかかるものについては、書面等をもって事前に

同意を得るとともに、代行した後は、本人に確認を得てく

ださい。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１９条第２

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の６（２） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１９条第２項、

附則第１０条 

 

※経過を記録してくださ

い。 

◇支援を行っていない。 

◇金銭にかかるものについて、事

前に同意を得ていない。 

◇記録がない。 

文書 

文書 

 

口頭 

◇家族との交流等の機会を確保し

ていますか。 

◇常に入所者の家族との連携を図るとともに、会報の送付、

施設が実施する行事への参加の呼びかけ等によって、入所

者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めてく

ださい。 

◇入所者と家族の面会の場所や時間等についても、入所者や

その家族の利便に配慮してください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１９条第３

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の６（３） 

◇「山梨県軽費老人ホームに関する基準を定

める条例」第１９条第３項、附則第１０条 

 

 ◇交流の機会を確保していない。 

◇面会の場所や時間等について、

入所者やその家族の利便に配

慮がない。 

口頭 

 

口頭 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

◇外出の機会を確保するよう努め

ていますか。 

◇入所者の生活を施設内で完結させてしまうことのないよ

う、入所者の希望や心身の状況を踏まえながら、買い物や

外食、図書館や公民館等の公共施設の利用、地域行事への

参加、友人宅の訪問、散歩など、多様な外出の機会を確保

するよう努めてください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１９条第４

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の６（４） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１９条第４項、

附則第１０条 

 

 ◇外出の機会を確保していない。 口頭 

◇入浴は２日に１回以上の頻度で

行っていますか。 

◇２日に１回以上の頻度で入浴の機会を提供する等の適切

な方法により、入所者の清潔の保持に努めてください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１９条第５

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム条例」第１９条第５項、

附則第１０条 

 

 ◇２日に１回以上の頻度になっ

ていない。 

口頭 

◇レクリエーション等の実施に努

めていますか。 

◇入所者からの要望を考慮し、適宜レクリエーション行事を

実施するよう努めてください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１９条第６

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム条例」第１９条第６項、

附則第１０条 

 

 ◇レクリエーション等を実施し

ていない。 

口頭 

◇入所者が要介護状態等となった

場合に必要な援助を行っていま

すか。 

◇入所者が要介護状態等となった場合には、その心身の状

況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等を

受けることができるよう、必要な援助を行ってください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２０条、附

則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の７ 

◇「軽費老人ホーム条例」第２０条、附則第

１０条 

 

 ◇必要な援助を行っていない。 

◇援助が不十分である。 

文書 

口頭 

◇生活相談員は、その責務を果たし

ていますか。 

◇生活相談員は、入所からの相談に応じるとともに、適切な

助言及び必要な支援を行うほか、次に掲げる業務を行うこ

ととされています。 

 ①入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計

画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居

宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密

接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図

ること。 

 ②「基準」第３１条第２項の苦情の内容等の記録を行うこ

と。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２３条、附

則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の９（１） 

◇「軽費老人ホーム条例」第２３条、附則第

１０条 

 

 ◇生活相談員がその責務を果た

していない。 

文書 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

 ③「基準」第３３条第２項の事故の状況及び事故に際して

採った処置についての同条第３項の記録を行うこと。 

 

◇定期的に健康診断を行い、健康の

保持に努めていますか。 

◇軽費老人ホームＡ型は、入所時及び毎年定期に２回以上、

健康診断を行い、その結果を記録してください。 

◇ケアハウスは、入所者が定期的に健康診断を受ける機会を

提供してください。 

◇入所者について、健康の保持に努めてください。 

◇６５歳以上の入所者に対して、結核に係る定期の健康診断

を実施し、その結果を記録してください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」附則第８条、

第２１条第１項・第２項 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の８（１） 

◇「軽費老人ホーム条例」附則第８条、第２

１条第１項・第２項 

◇「感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律」第 5条第２項、第５３

条の２第 1項 

◇「感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律施行令第１１条、第１２

条第４項 

 

 

 

◇軽費老人ホームＡ型において、

入所時の健康診断を行ってい

ない。 

◇軽費老人ホームＡ型において、

健康診断を２回以上行ってい

ない。 

◇ケアハウスにおいて、健康診断

の機会を設けていない 

◇結核に係る定期の健康診断を

行っていない。 

◇個人別の健康診断の記録がな

い。 

◇健康の保持を図っていない。 

文書 

 

 

文書 

 

 

文書 

 

文書 

 

文書 

口頭 

口頭 

◇夜間、緊急時の医療機関等との協

力体制はありますか。 

◇入所者の病状の急変等に備え、入院や休日夜間等における

対応について円滑な協力を得るため、あらかじめ、協力医

療機関を定めておいてください。 

◇あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めてく

ださい。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２７条第１

項・第２項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１３ 

◇「軽費老人ホーム条例」第２７条第１項・

第２項、附則第１０条 

 

※協力医療機関等は、軽費

老人ホームから近距離

にあることが望ましい

とされています。 

◇協力医療機関を定めていない。 

◇協力歯科医療機関を定めてい

ない。 

文書 

口頭 

◇衛生的な管理に努め、必要な措置

を講じていますか。 

◇入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水

について、衛生的な管理に努め、必要な措置を講じてくだ

さい。 

◇常に施設内外を清潔に保つとともに、毎年１回以上大掃除

を行ってください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２６条第１

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１２（１）ア、イ、ウ 

◇「軽費老人ホーム条例」第２６条第１項、

附則第１０条 

 

 ◇衛生上必要な措置を講じてい

ない。 

◇衛生的な管理が不十分。 

◇大掃除を行っていない。 

文書 

 

口頭 

口頭 

◇感染症及び食中毒の予防及びま

ん延防止のための対策を検討す

る委員会（以下「感染対策委員会」

という。）を設置していますか。 

◇幅広い職種（例 施設長、事務長、介護職員、栄養士、生

活相談員、施設外の感染管理等の専門家など）により構成

された感染対策委員会を施設内の他の委員会と独立して

設置・運営してください。 

◇構成メンバーの責務及び役割分担を明確にし、専任の感染

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２６条第２

項第１号、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１２（２）ア 

◇「軽費老人ホーム条例」第２６条第２項第

※「感染対策委員会」は、

運営委員会など他の委

員会と独立して設置・運

営することが必要です

が、関係する職種、取り

◇「感染対策委員会」を設置して

いない。 

◇「感染対策委員会」が開催され

ていない。 

◇「感染対策委員会」が定期的（３

文書 

 

文書 

 

口頭 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

対策担当者を決めておいてください。 

◇感染対策委員会は、おおむね３月に１回以上、定期的に開

催するとともに感染症が流行する時期等を勘案して必要

に応じ随時開催してください。 

なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委

員会と独立して設置・運営することが必要です。 

また、その結果を職員に周知してください。 

※委員会は「テレビ電話装置等」を活用して行うことができ

ます。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

 

１号、附則第１０条 

 

 

 

扱う事項等が相互に関

係が深いと認められる

他の会議体を設置して

いる場合、これらと一体

的に設置・運営すること

も差し支えないとされ

ています。 

 

月に１回以上）に開催されてい

ない。 

◇「感染対策委員会」の記録がな

い。 

◇「感染対策委員会」の構成メン

バーの責務及び役割分担が明

確になっていない。 

◇専任の感染対策担当者を定め

ていない。 

◇「感染症対策委員会」が運営委

員会など他の委員会と独立し

て設置、運営されていない。 

◇「感染対策委員会」の結果が職

員に周知されていない。 

 

文書 

 

口頭 

 

口頭 

 

 

文書 

 

口頭 

 

 

文書 

 

 

◇「感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための指針」が整備

されていますか。 

◇「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定し、内容

を職員に周知してください。 

（平常時の対策） 

  ・施設内の衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、血液・

体液の処理等）、日常のケアに係る感染対策（標準的

予防策～例えば血液・体液・分泌物・排泄物（便）な

どに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのよう

にするか等の取り決め）、手洗いの基本、早期発見の

ための日常の観察項目等 

（発生時の対応） 

 ・発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、

市町村における施設関係課等の関係機関との連携、医

療処置、行政への報告等が想定されます。また、発生

時における施設内の連絡体制や関係機関への連絡体制

を整備し、明記することが必要です。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２６条第２

項第２号、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１２（１）エ、オ、（２）イ 

◇「軽費老人ホーム条例」第２６条第２項第

２号、附則第１０条 

 

参照 

厚生労働省「介護現場にお

ける感染症対策の手引き」

（令和３年３月） 

 

◇感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための指針が

整備されていない。 

◇指針の内容に不備がある。 

◇指針に、平常時の対策及び発生

時の対応が規定されていない。 

◇感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための指針が

職員に周知されていない。 

文書 

 

 

口頭 

文書 

 

文書 

◇感染症及び食中毒予防及びまん

延防止のための研修を実施して

◇支援員その他の職員に対する感染症及び食中毒の予防及

びまん延防止のための研修の内容は、感染対策の基礎的内

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２６条第２

項第３号、附則第１０条 

参考 

厚生労働省「介護施設・事

◇感染症及び食中毒の予防及び

まん延防止のための研修を実

文書 
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いますか。 容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、指針に基づ

いた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うための

ものとしてください。 

◇職員教育を組織的に浸透させるため、指針に基づいた研修

プログラムを作成し、定期的に（年２回以上）実施してく

ださい。 

◇新規採用時には必ず感染対策研修を実施してください。 

◇研修の実施内容は、記録しておいてください。 

◇調理や清掃の委託業者に指針の内容を周知してください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１２（２）ウ 

◇「軽費老人ホーム条例」第２６条第２項第

３号、附則第１０条 

 

 

業所の職員向け感染症対

策力向上のための研修教

材」 

施していない。 

◇研修を定期的に（年２回以上）

行っていない。 

◇新規採用者に感染対策研修を

実施していない。 

◇研修の記録がない。 

◇調理や清掃の委託業者に、指針

の内容を周知していない。 

 

口頭 

 

文書 

 

口頭 

口頭 

◇感染症の予防及びまん延の防止

のための訓練を行っていますか。 

◇平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時

の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的（年

２回以上）に行ってください。 

◇訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できる

よう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、

施設内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの

演習などを実施してください。 

◇訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問いませんが、

机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら

実施することが適切です。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２６条第２

項第３号、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１２（２）エ 

◇「軽費老人ホーム条例」第２６条第２項第

３号、附則第１０条 

 

※当該義務付けの 適用

に当たっては、３年間の

経過措置を設けており、

令和６年３月３１日ま

での間は、努力義務とさ

れています。 

◇感染症の予防及びまん延の防

止のための訓練を行っていな

い。 

◇感染症の予防及びまん延の防

止のための訓練を定期的（年２

回以上）に行っていない。 

◇訓練内容等が不十分。 

◇訓練の記録がない。 

文書 

 

 

口頭 

 

 

口頭 

口頭 

◇感染症若しくは食中毒の発生又

はそれが疑われる状況が生じた

ときの有症者の状況やそれぞれ

に講じた措置等を記録していま

すか。 

◇感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が

生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を

記録してください。 

 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２６条第２

項第４号、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１２（１） 

◇「軽費老人ホーム条例」第２６条第２項第

４号、附則第１０条 

◇「社会福祉施設等における感染症等発生時

に係る報告について」（平成１７年２月２

２日 老発第０２２２００１号）（以下「感

染症等発生時に係る報告について」とい

う。） 

 

 ◇有症者の状況や講じた措置が

記録されていない。 

◇記録の内容が不十分。 

文書 

 

口頭 

 

 

◇感染症若しくは食中毒と疑われ

る者が発生した場合、市町村等の

◇次の場合は、感染症又は食中毒が疑われる者の人数、症状、

対応状況等を市町村等の社会福祉施設等主管部局及び管

◇「感染症等発生時に係る報告について」  ◇市町村等の社会福祉施設等主

管部局及び管轄する保健所に

文書 



令和５４年度 社会福祉法人・社会福祉施設運営の手引き 
軽費老人ホーム 処遇 

山梨県福祉保健総務課 - 14 - 

項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

社会福祉施設等主管部局及び管

轄する保健所に報告しています

か。 

轄する保健所に報告し、指示等を求めてください。 

①同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによる

と疑われる死亡者又は重篤患者が１週間以内に２名以

上発生した場合 

②同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらが疑わ

れる者が１０名以上又は全入所者の半数以上発生した

場合 

③上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上

回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要

と認めた場合 

 

報告していない。 

 

◇循環式浴槽を使用している場合、

定期的な清掃・検査を行い、記録

していますか。 

◇「レジオネラ症防止対策指針」及び「循環式浴槽における

レジオネラ症防止対策マニュアル」に沿った管理を徹底し

てください。 

①循環ろ過装置は、１時間当たりで、浴槽の容量以上のろ

過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内

のごみ、汚泥等を排出することができる構造であるとと

もに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集

毛器を設けること。 

②ろ過器及び循環配管は、１週間に１回以上、ろ過器を十

分に逆洗浄して汚泥を排出するとともに、適切な消毒方

法で生物膜を除去すること。年に１回程度は循環配管内

の生物膜の状況を点検し、生物膜がある場合には、その

除去を行うことが望ましい。 

③浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽

水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常 0.2～

0.4ｍｇ／Lに保ち、かつ、遊離残留塩素濃度は最大 1.0

ｍｇ／Lを超えないように努めること。 

④原水若しくは原湯の性質その他の条件により塩素系薬

剤が使用できない場合、原水若しくは原湯の pH が高く

塩素系薬剤の効果が減弱する場合、又はオゾン殺菌等他

の消毒方法を使用する場合であって、併せて適切な衛生

措置を行うのであれば、塩素系薬剤以外の消毒方法を使

用できること。 

⑤毎日完全に換水して浴槽を清掃すること。ただし、これ

により難い場合にあっても、１週間に１回以上完全に換

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２６条第２

項第４号、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１２（１） 

◇「軽費老人ホーム条例」第２６条第２項第

４号、附則第１０条 

◇「社会福祉施設におけるレジオネラ症防止

対策について」（レジオネラ症防止対策指

針）（平成１１年１１月２６日 社援施第

４７号） 

◇「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対

策マニュアル」（平成１３年９月１１日 

健衛発第９５号）（改正：平成２７年３月

３１日 健衛発０３３１第７号） 

◇「社会福祉施設等におけるレジオネラ防止

対策の徹底について」（レジオネラ症を予

防するために必要な措置に関する技術上

の指針） 

（平成１５年７月２５日 社援基発第０７

２５００１号） 

 ◇ろ過能力が不足している。 

◇ろ過装置を１週間に１回以上

消毒していない。 

◇浴槽水の残留塩素濃度を測定

してない。 

◇浴槽水の残留塩素濃度が不足

している。 

◇浴槽の清掃を適切に行ってい

ない。 

◇浴槽水の水質検査を適切に行

っていない。 

◇管理記録を保存していない。 

文書 

文書 

 

文書 

 

文書 

 

文書 

文書 

 

 

口頭 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

水して清掃、消毒すること。 

⑥検査機関による浴槽水の水質検査は、循環式浴槽の形態

によって次のとおり定期的に行うこと。 

・毎日完全に換水している浴槽水は、１年に１回以上 

・連日使用している浴槽水は、１年に２回以上 

・連日使用している浴槽水でその消毒が塩素消毒でない

場合は、１年に４回以上 

⑦循環式浴槽の管理記録及び水質検査に関する書類は、３

年以上保存すること。 

 

◇その他、処遇の状況について問題

点はありませんか。 

 

   ◇重大な問題点がある。 

◇軽微な問題点がある。 

文書 

口頭 

４ 苦情（意見・要望）解決 

◇苦情解決に関する体制及びマニ

ュアルを整備し、職員に周知して

いますか。 

◇自ら提供するサービスから生じた苦情について、自ら適切

な対応を行うことは、社会福祉事業の経営者の重要な責務

です。 

◇苦情解決に関する体制及びマニュアルを整備し、苦情を密

室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿っ

た方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促

進や事業者の信頼や適正性の確保を図ることが重要です。 

◇入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じてください。 

 

◇社会福祉法第５条、第２４条第１項、第７

８条第１項、第８２条 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３１条第１

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１６ 

◇「軽費老人ホーム条例」第３１条第１項、

附則第１０条 

◇「社会福祉事業の経営者による福祉サービ

スに関する苦情解決の仕組みの指針につ

いて」（以下「苦情解決の仕組みの指針」

という。）（平成１２年６月７日 老発第５

１４号）（一部改正：平成２９年３月７日

雇児発０３０７第１号外） 

 

 ◇苦情解決の体制及びマニュア

ルを整備していない。 

◇マニュアルに不備がある。 

◇苦情解決の体制及びマニュア

ルが職員に周知されていない。 

文書 

 

口頭 

文書 

◇苦情解決責任者や苦情受付担当

者は適切ですか。  

◇苦情解決責任者は、苦情解決の責任主体を明確にするた

め、施設長、理事等から選任してください。 

◇苦情受付担当者は、入所者及び関係者が苦情の申出をしや

すい環境を整えるため、職員等の中から任命してくださ

い。 

 

◇社会福祉法第８２条 

◇苦情解決の仕組みの指針２－（１）、（２） 

 ◇苦情解決責任者と苦情受付担

当者の立場が不適切。 

◇苦情解決責任者と苦情受付担

当者が兼務している。 

 

口頭 

 

口頭 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

◇第三者委員は適切に設置されて

いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇苦情解決に社会性や客観性を確保し、保護者等の立場や特

性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設

置してください。 

◇第三者委員は、中立性・公平性の確保のため、複数である

ことが望ましいとされています。 

◇第三者委員の要件は、苦情解決を円滑・円満に図ることが

できる者であること、世間から信頼性を有する者とされて

います。 

（例示）評議員、監事又は監査役、社会福祉士、民生委員、

児童委員、大学教授、弁護士など 

◇第三者委員の職務は以下のとおりです。 

◆苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 

◆苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知 

◆保護者等からの苦情の直接受付 

◆苦情申出人への助言 

◆事業者への助言 

◆苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、

助言 

◆苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の

報告聴取 

◆日常的な状況把握と意見傾聴 

 

◇社会福祉法第８２条 

◇苦情解決の仕組みの指針２－（３） 

 

※理事や家族会代表など

は不適です。 

※複数事業者等が共同で

設置することも可能で

すが、苦情解決の実効性

の確保が必要です。 

※第三者委員への報酬は、

中立性の確保のため、実

費弁償を除きできる限

り無報酬が望ましいで

すが、第三者委員の設置

の形態又は報酬の決定

方法により中立性が客

観的に確保できる場合

には、報酬を出すことは

差し支えないとされて

います。 

◇第三者委員が設置されていな

い。 

◇第三者委員が複数名選任され 

ていない。 

◇第三者委員の立場が不適切。 

口頭 

 

口頭 

 

口頭 

◇入所者及びその家族に対して、苦

情解決制度を周知していますか 

◇苦情を処理するために講ずる措置の概要を入所者又はそ

の家族にサービスの内容を説明する文書（重要事項説明

書）に記載するとともに、施設内の見やすい場所に掲示し

てください。 

 

◇社会福祉法第８２条 

◇「苦情解決の仕組みの指針」３－（１） 

 ◇入所者等に配付していない。 

◇入所時に説明していない。 

◇施設内に掲示していない。 

◇見やすい場所に掲示していな

い。 

◇苦情解決責任者、苦情受付担当

者及び第三者委員の氏名・連絡

先の記載がない。 

 

文書 

文書 

文書 

口頭 

 

口頭 

◇苦情の受付から解決・改善までの

経過と結果が書面で記録されて

いますか。 

◇苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と

結果についてマニュアルで定められた書面に記録し、２年

間保存してください。 

◇苦情受付担当者は、入所者等からの苦情受付に際し、次の

◇社会福祉法第８２条 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３１条第２

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

 ◇記録がない。 

◇マニュアルに沿った処理をし

ていない。 

文書 

口頭 
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事項を記録し、その内容について苦情申出人に確認するよ

うにしてください。 

◆苦情の内容 

◆苦情申出人の希望等 

◆第三者委員への報告の要否 

◆苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委

員の助言、立ち会いの要否 

 

第５の１６ 

◇「軽費老人ホーム条例」第３１条第２項、

附則第１０条 

◇「苦情解決の仕組みの指針」３－（５） 

◇苦情だけではなく、意見や要望的

なものまで受け付けていますか。 

◇福祉サービスに対する入所者の苦情や意見を幅広く汲み

上げ、サービスの改善を図る姿勢がこれまで以上に求めら

れています。 

◇社会福祉法第５条、第７８条第１項、第８

２条 

◇「苦情解決の仕組みの指針」 

 ◇苦情として受け付ける範囲を

意見や要望的なものまで広げ

ていない。 

◇苦情等を幅広く汲み上げるた

めの配慮が不十分。 

 

口頭 

 

 

口頭 

◇受け付けた苦情内容及び解決結

果は第三者委員に報告していま

すか。 

◇苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任

者及び第三者委員へ報告してください。ただし、苦情申出

人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をし

た場合は除きます。 

◇苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第

三者委員に報告し、必要な助言を受けてください。 

 

◇社会福祉法第８２条 

◇「苦情解決の仕組みの指針」３－（３）、（５） 

 ◇第三者委員に苦情の内容等を

報告していない。 

口頭 

◇苦情内容及び解決結果の定期的

な公表を行っていますか。 

◇入所者等によるサービスの選択や事業者によるサービス

の質や信頼性の向上を図るため、インターネットを利用し

た方法のほか、「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲

載し、定期的（年１回以上）に公表してください。 

なお、個人情報に関するものを除いた公表とするよう留意

してください。 

 

◇社会福祉法第２４条第１項、第７８条第１

項、第８２条 

◇「苦情解決の仕組みの指針」３－（６） 

 

 

※実績を公表するため、苦

情等がなかった場合も

その旨公表してくださ

い。 

◇定期的に公表を行っていない。 

◇公表の方法が不十分。 

◇公表内容が不十分。 

文書 

口頭 

口頭 

◇苦情等の原因を分析し、処遇や運

営の質の向上に反映させていま

すか。 

◇苦情への適切な対応は、自ら提供する福祉サービスの検

証・改善や利用者の満足感の向上、虐待防止・権利擁護の

取組の強化など、福祉サービスの質の向上に寄与するもの

であり、こうした対応の積み重ねが社会福祉事業を経営す

る者の社会的信頼性の向上にもつながります。 

◇社会福祉法第５条、第２４条第１項、第７

８条第１項、第８２条 

◇「苦情解決の仕組みの指針」３－（６） 

 

 ◇苦情等の原因を分析し、処遇や

運営の質の向上に反映させて

いない。 

◇苦情等の原因を分析し、処遇や

運営の質の向上に反映させて

いるが、十分でない。 

 

文書 

 

 

口頭 
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◇都道府県（指定都市及び中核市を

含む。以下同じ。）から指導又は

助言を受けた場合は、必要な改善

を行っていますか。 

◇提供したサービスに関し、都道府県から指導又は助言を受

けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければなりません。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３１条第３

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１６ 

◇「軽費老人ホーム条例」第３１条第３項、

附則第１０条 

 

 ◇都道府県からの指導又は助言

に従って必要な改善を行って

いない。 

文書 

◇都道府県からの求めがあった場

合は、改善内容を報告しています

か。 

◇都道府県からの求めがあった場合には、改善の内容を都道

府県に報告しなければなりません。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３１条第４

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１６ 

◇「軽費老人ホーム条例」第３１条第４項、

附則第１０条 

 

 ◇都道府県からの求めがあった

場合は、改善の内容を都道府県

に報告していない。 

文書 

◇運営適正化委員会が行う調査に

協力していますか。 

◇提供したサービスに係る入所者等からの苦情に関して、社

会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が行う調

査に協力しなければなりません。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３１条第５

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１６ 

◇「軽費老人ホーム条例」第３１条第５項、

附則第１０条 

 

 ◇運営適正化委員会が行う調査

に協力していない。 

 

文書 

◇その他、苦情（意見・要望）解決

に問題点はありませんか。 

 

   

 

 

◇重大な問題点がある。 

◇軽微な問題点がある。 

文書 

口頭 

5 事故発生の防止及び発生時の対応 

◇事故が発生した場合の対応や事

故防止のための指針を整備し、職

員に周知していますか。 

◇「事故発生の防止のための指針」には、次のような項目を

盛り込んでください。 

①施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 

②介護事故防止のための委員会その他施設内の組織に関

する事項 

③介護事故防止のための職員研修に関する事項 

④施設内で発生した介護事故、ヒヤリ･ハット事例及び現

状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高い

ものの報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とし

た改善のための方策に関する基本方針 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３３条第１

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１８（１） 

◇「軽費老人ホーム条例」第３３条第１項、

附則第１０条 

 

 

 

◇指針を整備していない。 

◇指針の内容に不備がある。 

◇指針の内容を職員に周知して

いない。 

文書 

口頭 

文書 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

⑤介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

⑥入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な

基本方針 

 

◇事故が発生した場合、市町村や入

所者の家族等に連絡し、必要な措

置を行っていますか。 

◇入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに県、

入所者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講じてくださ

い。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３３条第２

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム条例」第３３条第２項、

附則第１０条 

 

 ◇県、入所者の家族等に連絡をし

ていない。 

◇必要な措置を行っていない。 

文書 

 

文書 

◇賠償すべき事故が発生した場合、

速やかに損害賠償をしています

か。 

◇入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やか行ってください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３３条第４

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム条例」第３３条第４項、

附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１８（５） 

 

※賠償すべき事態におい

て速やかに賠償を行う

ため、損害賠償保険に加

入しておくか、又は賠償

資力を有しておくこと

が望ましいとされてい

ます。 

 

◇速やかに損害賠償を行ってい

ない。 

文書 

◇事故発生後の経過を書面で記録

していますか。 

◇事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し

てください。（２年間保存） 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第９条第２項

第５号、第３３条第３項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第１の８（２） 

◇「軽費老人ホーム条例」第９条第２項第５

号、第３３条第３項、附則第１０条 

 

 ◇事故の状況及び事故に際して

採った処置について記録して

いない。 

◇記録の内容に不備がある。 

文書 

 

 

口頭 

 

 

◇事実の報告及び事故の原因分析

を通じた改善策が職員に周知徹

底されていますか。 

◇次のような内容で対応してください。 

①介護事故等について報告するための様式を整備してく

ださい。 

②介護職員その他の職員は、介護事故等の発生ごとにその

状況、背景等を記録するとともに、①の様式に従い、介

護事故等について報告してください。 

③事故発生の防止のための委員会において、②により報告

された事例を集計し、分析してください。 

④事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等

を分析し、介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３３条第１

項第２号、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１８（２） 

◇「軽費老人ホーム条例」第３３条第１項第

２号、附則第１０条 

 

※報告、改善のための方策

を定め、周知徹底する目

的は、介護事故等につい

て、施設全体で情報共有

し、今後の再発防止につ

なげるものであり、決し

て職員の懲罰を目的と

したものではないこと

に留意してください。 

◇事故等について報告するため

の様式を整備していない。 

◇事故等について様式に従い報

告していない。 

◇事故発生防止のための委員会

において、報告された事例を集

計・分析していない。 

◇防止策を講じていない。 

◇報告された事例を集計・分析結

果を職員に周知していない。 

文書 

 

文書 

 

文書 

 

 

文書 

文書 
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防止策を検討してください。 

⑤報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底してく

ださい。 

⑥防止策を講じた後に、その効果について評価してくださ

い。 

 

◇防止策の効果について評価し

ていない。 

 

文書 

 

 

◇事故発生防止のための委員会を

設置していますか。 

◇介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討す

る委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長、医師、看

護職員、支援員、生活相談員）により構成し、構成メンバ

ーの責務及び役割分担を明確にしてください。 

◇委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望まし

いとされています。また、施設外の安全対策の専門家を委

員として積極的に活用することが望ましいとされていま

す。 

◇委員会は定期的に開催してください。 

※委員会は「テレビ電話装置等」を活用して行うことができ

ます。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３３条第１

項第３号、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１８（３） 

◇「軽費老人ホーム条例」第３３条第１項第

３号、附則第１０条 

 

※「事故発生防止のための

委員会」は、運営委員会

など他の委員会と独立

して設置・運営すること

が必要ですが、関係する

職種、取り扱う事項等が

相互に関係が深いと認

められる他の会議体を

設置している場合、これ

らと一体的に設置・運営

することも差し支えな

いとされています。 

 

◇「事故発生防止のための委員

会」を設置していない。 

◇「事故発生防止のための委員

会」を定期的に開催していな

い。 

◇「事故発生防止のための委員

会」が運営委員会など他の委員

会と独立して設置・運営されて

いない。 

◇委員会の開催記録がない。 

◇委員会の構成メンバーの責務

及び役割分担が明確になって

いない。 

 

文書 

 

文書 

 

 

口頭 

 

 

 

口頭 

口頭 

 

 

 

◇事故発生防止のための職員に対

する研修を定期的に行っていま

すか。 

◇介護職員その他の職員に対する事故発生の防止のための

研修の内容としては、事故発生防止の基礎的内容等の適切

な知識を普及・啓発するとともに、当該軽費老人ホームに

おける指針に基づき、安全管理の徹底を行うものとしてく

ださい。 

◇職員教育を組織的に浸透させるため、当該軽費老人ホーム

が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的に（年

２回以上）実施してください。 

◇新規採用時には必ず事故発生防止の研修を実施してくだ

さい。 

◇研修の実施内容は、記録しておいてください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第３３条第１

項第３号、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１８（４） 

◇「軽費老人ホーム条例」第３３条第１項第

３号、附則第１０条 

 

 ◇事故発生防止のための研修を

行っていない。 

◇研修を定期的に（年２回以上）

行っていない。 

◇新規採用時に研修を行ってい

ない。 

◇研修の記録がない。 

文書 

 

口頭 

 

文書 

 

口頭 

◇事故発生防止等の措置を適切に ◇軽費老人ホームにおける事故発生を防止するための体制 ◇「軽費老人ホーム運営基準」第３３条第１  ◇専任の担当者を置いていない。 文書 
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実施するための担当者を置いて

いますか。 

として、事故発生防止等の措置を適切に実施するため、専

任の担当者を置いてください。 

◇当該担当者としては、事故防止検討委員会の安全対策を担

当する者と同一の従業者が務めることが望ましいとされ

ています。 

 

項第４号、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１８（５） 

◇「軽費老人ホーム条例」第３３条第１項第

４号、附則第１０条 

 

◇担当者が不適切。  口頭 

◇薬（処方薬）の管理は適切に行わ

れていますか。 

◇施設で薬を管理する場合は、誤投薬による事故の発生の防

止に努めるなど適切に行うようにしてください。 

  ◇適切な薬の管理を行っていな

い。 

 

口頭 

 

 

◇その他、事故発生防止等について

問題点はありませんか。 

  

 

 

 ◇重大な問題点がある。 

◇軽微な問題点がある。 

文書 

口頭 

６ 利用料の受領等（利用料は、軽費老人ホームＡ型、ケアハウスそれぞれの項目を参照してください。） 

◇利用料は適正ですか。 

◆軽費老人ホームＡ型 

◇利用料として次に掲げる費用の支払を受けることができ

ます。 

①サービス提供に要する費用 

②生活費 

③居室に係る光熱水費 

④入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

⑤①～④のほか、日常生活においても通常必要となるもの

に係る費用であって、入所者に負担してもらうことが適

当と認められたもの 

 

※入所者１人１ヶ月当たりの基本利用料は、「軽費老人ホー

ム運営基準」附則第７条第１項第１号に定める「サービス

提供に要する費用」、同項第２号に定める「生活費」の合

算額以下となります。 

①「サービス提供に要する費用」とは旧通知の「事務費」

に当たります。 

②「生活費」とは、「食材料費及び共用部分に係る光熱水

費」のほか、共用部分に係る維持管理に要する費用など、

通常予測される生活需要のうち、入所者個人の専用でな

いものに係る費用です。 

③「入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったこと

◇「軽費老人ホーム運営基準」附則第７条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第７の４（１）、（２）、（３） 

◇「軽費老人ホーム条例」附則第７条 

 

 ◇利用料内容が不適切。 文書 
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に伴い必要となる費用」とは、軽費老人ホームとして行

うサービス以外の一時的疾病時における深夜介護に要

する軽費（特定施設入居者生活介護の指定を受けている

軽費老人ホームを除く。）及びクラブ活動費等個人に負

担を求めることが適当と認められる趣味・娯楽等に要す

る経費をいうものであり、以下のような経費は含みませ

ん。 

ア 共益費などのあいまいな名目の経費 

イ サービスの提供に要する費用、生活費、居室に係る光

熱水費 

ウ 敷金、礼金、保証金等の名目で徴収する費用 

 

◇利用料は適正ですか。 

◆ケアハウス 

◇利用料として次に掲げる費用の支払を受けることができ

ます。 

①サービス提供に要する費用 

②生活費 

③居住に要する費用 

④居室に係る光熱水費 

⑤入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

⑥①～⑤のほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜

のうち日常生活においても通常必要となるものに係る

費用であって、入所者に負担してもらうことが適当と認

められたもの 

※入所者１人１ヶ月当たりの基本利用料は、「サービス提供

に要する費用」、「生活費」及び「居住に要する費用」の合

算額以下となります。 

①「サービス提供に要する費用」とは旧通知の「事務費」

に当たります。 

②「生活費」とは、「食材料費及び共用部分に係る光熱水

費」のほか、共用部分に係る維持管理に要する費用など、

通常予測される生活需要のうち、入所者個人の専用でな

いものに係る費用です。 

③「居住に要する費用」とは、旧通知の「管理費」に当た

ります。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１６条第１

項 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の３（１）～（６） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１６条第１項 

※居住に要する費用は、入

所者の所得の低い場合

や夫婦で利用する場合

等入所者の実態に応じ、

一定の範囲内で減額し

ても差し支えないとさ

れています。 

 

※保証金は、退去時に居室

の原状回復費用を除き

全額返還してください。 

 

※原状回復の費用負担に

ついては、「原状回復を

めぐるトラブルとガイ

ドライン」再改定版（平

成２３年８月国土交通

省住宅局）を参考にして

ください。 

◇利用料内容が不適切。 

◇原状回復の費用負担が不適切。 

文書 

文書 
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④「入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったこと

に伴い必要となる費用」とは、軽費老人ホームとして行

うサービス以外の一時的疾病時における深夜介護に要

する費用（特定施設入居者生活介護の指定を受けている

軽費老人ホームを除く。）及びクラブ活動費等個人に負

担を求めることが適当と認められる趣味・娯楽等に要す

る経費をいうものであり、次のような経費は含みませ

ん。 

ア 「共益費」などのあいまいな名目の経費 

イ サービスの提供に要する費用、生活費、居住に要す

る費用、居室に係る光熱水費 

ウ 敷金、礼金、保証金等の名目で徴収する費用 

（退去時における居室の原状回復費用及び利用料が滞

納された場合の保証金として、上記①～③に係る費用

を合算した徴収額の３ヶ月分（概ね３０万円を超えな

い部分に限る。）の範囲内で徴収する経費を除く。） 

 

◇利用料の支払を受けるに当たり

入所者の同意を得ていますか。 

◇利用料の支払を受けるに当たり、あらかじめ、入所者又は

家族に対して、その額等を記載した書類を交付して、説明

を行い、入所者の同意を得てください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１６条第２

項 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の３（７） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１６条第２項 

 

 ◇同意を得ていない。 

◇文書を交付していない。 

文書 

文書 

◇入所者預り金の適切な管理がで

きていますか。 

  

◇入所者の金品等については、入所者本人又は家族による管

理が原則です。しかし、心身の状況及び家族の事情により、

自ら管理することが困難な場合は、施設が管理を代行する

ことができます。この場合施設は、依頼を誠実に履行する

ために規程を定め、管理契約を締結することにより、入所

者に信頼される方法を確立したうえで、責任を持って金品

を管理する必要があります。 

◇規程に沿った契約書（保管依頼書）を取り交わしてくださ

い。 

◇預り証を交付してください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１７条第１

項 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の４（１） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１７条第１項 

◇社会福祉法人の認可等の適正化並びに社

会福祉法人及び社会福祉施設に対する指

導監督の徹底について(平成１３年７月２

３日雇児発第４８８号、社援発第１２７５

号、老発第２７４号)５－（４）-エ 

 

 ◇預り金に係る規程が整備され

ていない。 

◇預り金管理規程の内容に一部

不備がある。 

◇本人の意向に関わらず、個人の

所有金を施設で一律に管理し

ている。 

◇保管依頼書がない。 

◇保管依頼書の内容に不備があ

る。 

◇預り証を交付していない 

 

文書 

 

口頭 

 

口頭 

 

 

文書 

口頭 

 

文書 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

◇預り金等は、適切に管理されてい

ますか。 

◇入所者及び家族から、信頼される方法で、契約に基づき、

規程に沿った適切な管理体制の元で、出納事務を、責任を

持って行ってください。 

 ①金銭代行管理依頼書に基づき処理すること。 

②個人別通帳を作成するか、個人別に保管状況を把握でき

る帳簿を整備すること。 

③預金通帳と届出印の保管者と保管場所は別にすること。 

④入・出金に際し、複数の職員が関与すること。 

⑤責任者と補助者を選定すること。 

⑥出金に際し、本人から受領印（又はサイン）を徴するこ

と。（サインが困難な場合は、複数の職員が確認するこ

と。） 

⑦領収書等を保存しておくこと。 

⑧施設長は、保管状況（収支状況）を定期的に（毎月）点

検すること。 

⑨本人又は家族へ保管状況を定期的に報告すること。 

⑩通帳及び現金以外の預かり物品を、適正に管理するこ

と。 

 

 ◇入所者の預り金の出納

管理に費用を徴収する

場合、その積算根拠を明

確にし、適切な額を定め

てください。月当たり一

定割合とすることは認

めらません。 

◇個人別の通帳又は個人別の出

納帳がないことにより、預り金

の個別管理ができていない。 

◇通帳と届出印の保管者と保管

場所がそれぞれ別になってい

ない。 

◇入出金に複数の職員が関与し

ていない。 

◇本人の受領証又は複数職員の

支払調書等がない。 

◇通帳、出納帳、領収書により収

支状況を施設長が定期的に点

検していない。 

◇収支状況を定期的に本人又は

家族等に報告していない。 

文書 

 

 

口頭 

 

 

口頭 

 

口頭 

 

口頭 

 

 

口頭 

 

◇退所者の金品の取り扱いは適切

に行われていますか。 

◇退所者が生じた場合、その者の金品（遺留金品を含む）を

もれなく把握し、その者又は家族等に適切に引き渡してく

ださい。 

①退所者の金品一覧を作成すること。 

②複数の職員が確認すること。 

③受領証を取り交わすこと。 

 ◇遺留金品の取り扱いも

同様（遺留金品の証有権

者は民法上本人（本人死

亡の場合はその相続人）

にあり、施設が勝手に処

分することは許されま

せん。 

◇退所者の金品一覧表を作成し

ていない。 

◇退所者の金品について、複数の

職員が確認を行っていない。 

◇受領証が保存されていない。 

◇処分に当たって、家族等の承諾

を得ていない。 

 

文書 

 

口頭 

 

文書 

文書 

◇その他、利用料の受領等について

問題点はありませんか。 

 

 

 

  ◇重大な問題点がある。 

◇軽微な問題点がある。 

文書 

口頭 

７ 秘密保持等 

◇入所者又はその家族の秘密保持

のために必要な措置を講じてい

ますか。 

◇職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又

はその家族の秘密を漏らしてはなりません。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２９条第１

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の１５（１） 

 

 

 

 

◇秘密保持に必要な措置を講じ

ていない。 

文書 



令和５４年度 社会福祉法人・社会福祉施設運営の手引き 
軽費老人ホーム 処遇 

山梨県福祉保健総務課 - 25 - 

項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

◇「軽費老人ホーム条例」第２９条第１項、

附則第１０条 

 

 

◇職員であった者に対して、秘密保

持のための必要な措置を講じて

いますか。 

◇職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得

た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければなりません。 

◇従業者でなくなった後においても、秘密を保持すべき旨を

職員との雇用時等に取り決め、例えば違約金について定め

る等の措置を講じてください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２９条第２

項、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の１５（２） 

◇「軽費老人ホーム条例」第２９条第２項、

附則第１０条 

 ◇秘密保持に必要な措置を講じ

ていない。 

 

文書 

◇その他、秘密保持等について問題

点はありませんか。 

 

 

 

  ◇重大な問題点がある。 

◇軽微な問題点がある。 

文書 

口頭 

８ 給食の状況 

◇調理は清潔に行われていますか。 ◇集団給食設備において提供される食品による中毒防止の

ため、調理室・食品・食器・器具等又は飲用に要する水に

ついては、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じ

なければなりません。 

◇調理終了後提供まで３０分以上を要する場合は、次のア及

びイによってください。 

 ア 温かい状態で提供される食品については、調理終了後

速やかに保温食缶等に移し保存すること。この場合、食

缶等に移し替えた時刻を記録すること。 

 イ その他の食品については、調理終了後提供まで１０℃

以下で保存すること。この場合、保冷設備への搬入時刻、

保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記録す

ること。 

◇共同調理施設等で調理された食品を受け入れ、提供する施

設においても、温かい状態で提供される食品以外の食品で

あって、提供まで３０分以上を要する場合は、提供まで１

０℃以下で保存してください。この場合、保冷設備への搬

入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記

録してください。 

◇調理後の食品は、調理終了後から２時間以内に喫食するこ

とが望ましいとされています。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１８条、第

２６条、附則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の５、１１ 

◇「軽費老人ホーム条例」第１８条、第２６

条、附則第１０条 

◇「社会福祉施設における衛生管理につい

て」（平成９年３月３１日 社援施第６５

号） 別添 大量調理施設衛生管理マニュ

アル（平成９年３月２４日付け衛食第８５

号別添（最終改正：平成２９年６月１６日

付け生食発０６１６第１号）（以下「衛生

管理マニュアル」という。） 

Ⅱ－４－（３）、（４） 

 

 ◇調理室・食品・食器（洗浄・保

管）等のいずれかに衛生上著し

い問題がある。 

◇調理室・食品・食器（洗浄・保

管）等のいずれかに衛生上の問

題がある。 

文書 

 

 

口頭 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

◇入所者の状況にあった適切な給

食を実施していますか。 

◇栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事

を、適切な時間に提供していますか。 

◇一時的な疾病等により、食堂において食事をすることが困

難な入所者に対しては、居室において食事を提供するな

ど、必要な配慮を行ってください。 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第１８条、附

則第１０条 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」第５

の５（１） 

◇「軽費老人ホーム条例」第１８条、附則第

１０条 

 

 ◇必要な栄養量を確保していな

い。 

◇夕食の時間が午後５時以降と

なっていない。 

◇嗜好調査を行っていない。 

◇残食調査を行っていない。 

◇食堂において食事をすること

が困難な入所しに対し、必要な

配慮を行っていない。 

 

文書 

 

口頭 

 

口頭 

口頭 

口頭 

◇献立表を作成していますか。 ◇調理は、あらかじめ作成された献立に従って行ってくださ

い。 

 また、その実施状況を明らかにしておいてください。 

◇病弱者に対する献立については、必要に応じ、協力医療機

関等の医師の指導を受けてください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の５（２） 

 ◇献立表を作成していない。 

◇必要に応じ医師の指導を受け

ていない。 

口頭 

口頭 

◇居室関係部門と食事関係部門と

の連携が十分とられていますか。 

◇食事提供については、入所者の嚥下や咀嚼の状況、食欲な

どの心身の状態等を当該入所者の食事に的確に反映させ

るために居室関係部門と食事関係部門との連絡を十分と

ってください。 

 

◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の５（４） 

 ◇連携がとられていない。 口頭 

◇栄養食事相談を行っていますか。 ◇入所者に対し、適切な栄養食事相談を行ってください。 ◇「軽費老人ホーム運営基準について」 

第５の５（５） 

 

 ◇栄養相談を行っていない。 口頭 

◇食品材料の検収を行い、その結果

を記録していますか。 

◇食品材料の納入時は、包装、鮮度、品温及び異物の混入等

を点検し、その結果を記録してください。 

◇「衛生管理マニュアル」Ⅱ－１ 

 

 ◇検収記録がない。 

◇食品材料の検収が（一部）不十

分である。 

 

文書 

口頭 

 

◇加熱調理食品の中心温度及び時

間を記録していますか。 

◇加熱調理食品（揚げ物、焼き物、蒸し物、煮物及び炒め物）

は、調理の途中で適当な時間を見計らって、食品の中心温

度を校正された温度計で３点以上（煮物の場合は１点以

上）測定し、全ての点において中心部が７５℃に達してい

た場合にはそれぞれの中心温度を記録するとともに、その

時点からさらに１分間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染の

おそれのある食品の場合は８５～９０℃で９０秒間以上）

◇「衛生管理マニュアル」Ⅱ－２ 

 

※中心温度及び中心温度

確認後の加熱（継続）時

間を献立毎に記録して

ください。 

◇中心温度を計測記録していな

い。 

◇中心温度の記録に一部不備が         

ある。 

◇中心温度及び中心温度確認後

の加熱（継続）時間を記録して

いない。 

文書 

 

口頭 

 

文書 

口頭 
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項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

加熱を続け、その時間の記録を行ってください。 

 

◇中心温度の計測点数が不足し

ている。 

◇記録が不十分である。 

 

口頭 

 

口頭 

◇検査用保存食は、適切に保存され

ていますか。 

◇検査用保存食は、保育所で提供する全ての食品（既製品を

含む。）について、原材料及び調理済食品を食品ごとに５

０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ、

－２０℃以下で２週間以上保存してください。 

  なお、原材料は、特に、殺菌・洗浄などを行わず、購入

した状態で、調理済み食品は配膳後の状態で保存してくだ

さい。 

 

◇「衛生管理マニュアル」Ⅱ－５－（３） 

 

 ◇保存してない。 

◇保存方法等に不備がある。 

文書 

口頭 

◇検食を実施していますか。 ◇検食は入所者が食事をする前に行い、その結果を記録して

ください。 

◇異味、異臭その他の異常が感じられる場合には、直ちに食

事の提供を中止するなどの措置を講じてください。 

◇「社会福祉施設等における食品の安全確 

保等について」（平成２０年３月７日雇 

児総発、社援基発、障企発、老計発第 

0307001号） 

 ◇入所者が食事をする前に検食

を行っていない。 

◇検食記録がない。 

◇検食記録に一部不備がある。 

◇異味、異臭その他の異常が感じ

られたにも拘わらず、必要な措

置を講じていない。 

 

文書 

 

文書 

口頭 

文書 

◇調理従事者等の検便を毎月行っ

ていますか。 

◇調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月

に 1 回以上の検便を受けてください。検便検査には、腸管

出血性大腸菌の検査を含めてください。 

 

◇「衛生管理マニュアル」Ⅱ－５－(2) 

 

※必要に応じ、１０月から

３月にはノロウイルス

の検査を含めることが

望ましいとされていま

す。 

◇全ての調理従事者等の検便を

毎月１回実施していない。 

◇検査項目が不十分である。 

 

文書 

 

口頭 

 

◇手洗い設備は適切な状態が保た

れていますか。 

 

◇手洗い設備には、手洗いに適当な石けん、爪ブラシ、ペー

パータオル、殺菌液等を定期的に補充し、常に使用できる

状態にしてください。 

 

◇「衛生管理マニュアル」Ⅱ－５－(2) 

 

 ◇手洗い設備に不備がある。 口頭 

◇調理室内専用の帽子、外衣、履物

を着用していますか。 

◇調理従事者等が着用する帽子、外衣は毎日専用で清潔なも

のに交換してください。 

◇調理、点検に従事しない者が、やむを得ず、調理施設に立

ち入る場合には、専用の清潔な帽子、外衣及び履物を着用

させ、手洗い及び手指の消毒を行わせてください。 

◇「衛生管理マニュアル」Ⅱ－５－（４） 

 

 ◇専用の帽子、外衣、履物を使用

していない。 

◇調理等に従事しない者が、外衣

等の着用や手洗い等をせずに

立ち入っている。 

文書 

 

口頭 



令和５４年度 社会福祉法人・社会福祉施設運営の手引き 
軽費老人ホーム 処遇 

山梨県福祉保健総務課 - 28 - 

項    目 対   応   方   法 根 拠 法 令 等 留 意 事 項 評価事項  

 

◇汚染作業区域と非汚染作業区域

は、明確に区分されていますか。 

◇食品の各調理過程ごとに、汚染作業区域（検収場、原材料

の保管場、下処理場）、非汚染作業区域（調理場、放冷・

調製場、製品の保管場）を明確に区分してください。なお、

明確に区別することがどうしても難しい場合には、調理工

程の見直しを図り、汚染作業と非汚染作業を明確に区分

し、食材の相互汚染を防止してください。 

◇下処理場から調理場への移動の際には、外衣、履き物の交

換を行ってください。（履き物の交換が困難な場合には、

履き物の消毒を必ず行ってください） 

◇残渣は、非汚染作業区域に持ち込まないでください。 

 

◇衛生管理マニュアルⅡ－５－（１）、（４）、

（５） 

 

 ◇汚染作業区域と非汚染作業区

域が、明確に区分されていない

のにも関わらず汚染防止対策

を講じていない。 

◇下処理場から調理場への移動

の際、外衣、履き物の交換等を

行っていない。 

◇残渣を非汚染作業区域に持ち

込んでいる。 

文書 

 

 

 

文書 

 

 

文書 

◇衛生管理の徹底を図るため、自主

点検を行っていますか。 

◇衛生管理の自主点検の結果を記録してください。 ◇「衛生管理マニュアル」Ⅲ－１－（３） 

 

 ◇自主点検の記録がない。 

◇自主点検の記録に一部不備が

ある。 

 

文書 

口頭 

◇ねずみ、昆虫の駆除を半年に１回

以上（発生を確認した際にはその

都度）実施し、その記録を１年間

保存していますか。 

 

◇施設におけるねずみ、昆虫等の発生状況を１月に１回以上

巡回点検するとともに、ねずみ、昆虫の駆除を半年に 1 回

以上（発生を確認した時にはその都度）実施し、その実施

記録を 1 年間保管してください。 

◇施設及びその周囲は、維持管理を適切に行い、常に良好な

状態に保ち、ねずみや昆虫の繁殖場所の排除に努めてくだ

さい。なお、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品

を汚染しないようその取扱に十分注意してください。 

 

◇「衛生管理マニュアル」Ⅱ－５－（２） 

 

 ◇駆除を行っていない。 

◇記録が残っていない。 

◇実施回数や記録に不備がある 

◇施設及び周囲が良好な状態に

保たれていない。 

文書 

口頭 

口頭 

口頭 

◇施設の都合により、調理業務を委

託している場合は、受託業者と契

約を取り交わしていますか。 

 

◇契約内容、施設と受託業者との業務分担及び経費負担を明

確にした契約書を取り交わしてください。 

◇「保護施設等における調理業務の委託につ

いて」（昭和６２年３月９日 社施第３８

号） 

 ◇契約書がない。 

◇業務分担等が明確になってい

ない。 

文書 

文書 

◇施設の都合により、調理業務を委

託している場合、施設は、厚生省

通知（昭和６２年３月９日 社施

第３８号）で示されている業務を

行っていますか。 

◇次に掲げる業務を実施するとともに、その業務を担当させ

るため、栄養士を配置してください。 

①入所者の栄養基準及び献立の作成基準を委託業者に明

示するとともに、献立表が当該基準どおり作成されてい

るか事前に確認すること。 

◇「軽費老人ホームの設備及び運営に関する

基準について」第５の５（３） 

◇「保護施設等における調理業務の委託につ

いて」３ 

 ◇栄養士を配置していない。 

◇事前に献立を確認していない。 

◇検食を行っていない。 

◇受託業者の健康診断及び検便

の結果を確認していない。 

文書 

文書 

文書 

文書 
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②献立表に示された食事内容の調理等について、必要な事

項を現場作業責任者に指示を与えること。 

③毎回、検食を行うこと。 

④受託業者が実施した給食業務従事者の健康診断及び検

便の実施状況及び結果を確認すること。 

⑤調理業務の衛生的取扱い、購入材料その他契約の履行状

況を確認すること。 

⑥嗜好調査の実施及び喫食状況の把握に努めるとともに、

健康の保持増進の観点から、栄養指導を積極的に進める

こと。 

 

◇受託業者の衛生管理の状況を

確認していない。 

◇嗜好調査を実施していない。 

◇残食状況を把握していない。 

文書 

 

口頭 

口頭 

◇施設の都合により、調理業務を委

託している場合、受託業者は、厚

生省通知（昭和６２年３月９日 

社施第３８号）で示されている要

件を満たしていますか。 

◇受託業者は、次に掲げる事項のすべてを満たす必要があり

ます。 

①施設給食の趣旨を十分認識し、適正な給食材料を使用す

るとともに所要の栄養量が確保される調理を行うもの

であること。 

②調理業務の運営実績や組織形態からみて、当該受託業務

を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すると認め

られるものであること。 

③受託業務に関し、専門的な立場から必要な指導を行う栄

養士が確保されているものであること。 

④調理業務に従事する者の大半は、当該業務について相当

の経験を有するものであること。 

⑤調理業務従事者に対して、定期的に、衛生面及び技術面

の教育又は訓練を実施するものであること。 

⑥調理業務従事者に対して、定期的に、健康診断及び検便

を実施するものであること。 

⑦不当廉売行為等健全な商習慣に違反する行為を行わな

いものであること。 

 

◇「保護施設等における調理業務の委託につ

いて」４ 

 ◇受託業者が要件を満たしてい

ない。 

文書 

◇施設の都合により、調理業務を委

託している場合、受託業者との契

約内容は、厚生省通知（昭和６２

年３月９日 社施第３８号）で示

されている要件を満たしていま

◇契約書には、前記①、④、⑤及び⑥保護施設等における調

理業務の委託について（昭和６２年３月９日 社施第３８

号）の四の（一)、（四)、（五)及び（六)に係る事項並びに

次に掲げる事項を明確にしてください。 

  ①受託業者に対して、施設側から必要な資料の提出を求

◇「保護施設等における調理業務の委託につ

いて」５ 

 ◇契約内容が要件を満たしてい

ない。 

文書 
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すか。 めることができること。 

  ②受託業者が契約書で定めた事項を誠実に履行しないと

施設が認めたとき、その他受託業者が適正な施設給食

を確保する上で支障となる行為を行ったときは、契約

期間中であっても施設側において契約を解除できるこ

と。 

  ③受託業者の労働争議その他の事情により、受託業務の

遂行が困難となった場合の業務の代行保証に関するこ

と。 

  ④受託業者の責任で、法定伝染病又は食中毒等の事故が

発生した場合及び契約に定める義務を履行しないた

め、施設に損害を与えた場合は、受託業者は施設に対

し、損害賠償を行うこと。 

 

◇施設外で調理を行い、搬入してい

る場合は、要件を満たしています

か。 

◇施設外の調理室を利用している場合には、運搬手段等につ

いて衛生上適切な措置を講じてください。 

◇「保護施設等における調理業務の委託につ

いて」２ 

◇厚生省健康政策局指導課長通知平成５年

２月１５日付指第１４号「病院、診療所等

の業務委託について」第４の２ 

 

 ◇施設外で調理する場合、運搬手

段等について衛生上適切な措

置がなされていない。 

 

文書 

◇その他、給食の状況について問題

点はありませんか。 

 

   ◇重大な問題点がある。 

◇軽微な問題点がある。 

文書 

口頭 

９ サービスの質の評価 

◇サービスの質の評価を行い、改善

を図っていますか。また、評価結

果の公表に努めていますか。 

 

 

 

 

 

 

◇提供する福祉サービスの質の自己評価の実施や、外部評価

の受審等、その他の措置を講ずることにより、常に福祉サ

ービスを受ける者の立場に立って、良質かつ適切な福祉サ

ービスを提供するよう努めてください。 

◇社会福祉法第３条、第２４条第１項、第７

８条第１項 

◇「軽費老人ホーム運営基準」第２条、附則

第３条 

◇「軽費老人ホーム条例」第２条、附則第３

条 

◇「『福祉サービス第三者評価事業に関する

指針について』の全部改正について」（平

成２６年４月１日老発０４０１第１１号）

（一部改正：平成３０年３月２６日付け老

発０３２６第７号） 

 ◇サービスの質の評価に基づい

た提供するサービスの改善を

図っていない。 

◇自己評価や外部評価を行って

いない。 

◇自己評価等が不十分。 

◇評価結果を公表していない。 

文書 

 

 

口頭 

 

口頭 

口頭 
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◇「高齢者福祉サービス事業所等における第

三者評価の実施について」の一部改正につ

いて（令和２年３月３１日老発０３３１第

９号、社援発０３３１第１８号） 

◇「高齢者福祉サービス事業所等における第

三者評価の実施に係る留意事項について」

（平成３０年３月２６日老発０３２６第

８号） 

◇その他、サービスの質の評価につ

いて問題点はありませんか。 

  

 

 

 ◇重大な問題点がある。 

◇軽微な問題点がある。 

 

文書 

口頭 

10 その他 

◇その他、処遇に問題がありません

か。 

◇その他、処遇に問題がある事項がないか総合的に振り返っ

てみてください。 

 

 

 

 

 ◇その他処遇に大きな問題があ

る。 

◇その他処遇に問題がある。 

文書 

 

口頭 

 


